
金 山 町 入 札 事 務 取 扱 要 綱 

 

（趣旨） 

第１条 町が執行する建設工事、建設コンサルタント、製造及び売買等に係る競争入札に参加しよ

うとする者（以下「入札者」という。）は、金山町財務規則（昭和５８年金山町規則第９号）の

ほか、町が示した設計図書、仕様書及びこの要綱並びに現場等を熟覧のうえ、入札しなければな

らない。 

（入札保証金の納付） 

第２条 入札者は、入札執行前に入札金額の１００分の５以上の額に相当する入札保証金を納付し

なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、町は、納付を免除すること

ができる。 

⑴ 入札者が保険会社との間に、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証

保険証券を入札執行者に提出して確認を得たとき。  

⑵ 入札者が過去２年間に町、国（公社及び公団等を含む。）又は他の地方公共団体と種類及び

規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した実

績を有する者で、かつ、その者が落札者となった場合、契約を締結しないこととなるおそれ

がないと入札執行者が認めるとき。  

⑶ 前２号に掲げるもののほか、その者が落札者となった場合、契約を締結しないこととなるお

それがないと町長が認めるとき。  

（入札の方法） 

第３条 入札者は、別に定める入札書に必要な事項を記入し、記名押印のうえ、これを入札日時に

入札場所に直接提出しなければならない。 

２ 入札保証金の納付を要する入札者にあっては、入札保証金に係る納付済書を入札書に添付しな

ければならない。 

３ 入札者が代理人をして入札させるときは、入札執行前に委任状を入札執行者に提出して確認を

受けなければならない。 

４ 入札者又は前項の代理人（以下「入札参加者」という。）は、当該入札における他の入札者の

代理をすることはできない。 

５ 入札参加者は一度提出した入札書を書替えし、引換えし、又は撤回することができない。 

６ 入札は、入札通知書において単価によるべきことを示した場合を除き、総価により行うものと



する。 

７ 入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総

価の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載するとともに、入札に付する事項ごとに入

札書を作成しなければならない。 

８ 入札者参加者は一回目の入札書を提出するときに、別に定める様式により見積内訳書を添付し

なければならない。 

（公正な入札の確保）  

第４条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に抵触する行為を行ってはならない。  

２ 入札参加者は、他の入札参加者と入札金額又は入札意思等についていかなる相談も行ってはな

らない。  

３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札金額を開示してはならない。  

（入札の辞退） 

第５条 指名競争入札の通知を受けた者は、入札が完了するまでは、いつでも入札を辞退すること

ができる。 

２ 指名競争入札の通知を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところ

により申し出なければならない。 

⑴ 入札執行前にあっては、入札辞退届（別記様式）を入札執行者に直接又は郵送により提出す

る。ただし、郵送による場合は、入札日の前日までに到達するものに限る。 

⑵ 入札執行中にあっては、その旨を明記した入札書を入札場所に直接提出して行う。 

３ 町は、入札を辞退したことを理由に以後の入札等について不利益な取扱いを行わない。 

（入札の取りやめ等） 

第６条 入札執行者は、入札参加者が協定し、又は不穏な行動をなす等により、入札が公正に執行

されないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しくは入札を延期し、又

は取りやめることができる。 

２ 町は、入札公告又は設計図書等に不備があることにより入札が公正に執行されないと認められ

るときは、入札を延期し、又は中止することができる。 

（入札書の無効） 

第７条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 

⑴ 入札に参加する資格のない者が入札した入札書 



⑵ 同一人が記載した２者以上の入札書 

⑶ 入札参加者が協定し、又は不正行為を行い入札した入札書 

⑷ 入札金額を訂正した場合であって、訂正印がない入札書 

⑸ あて名、入札金額、氏名、印影又は重要な文字が読み取れない入札書 

⑹ 見積内訳書が提出できない場合及び一回目の入札時で見積内訳書と金額が一致しない入札

書 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書 

（開札） 

第８条 開札は、入札場所において、入札終了後直ちに行う。 

２ 入札参加者は、開札に立ち会わなければならない。ただし、入札参加者が立ち会わない場合、

入札執行者は、当該入札事務を所管する係以外に所属する町職員を立ち会わせなければならない。 

３ 開札の結果は、最低金額のみを読みあげるものとし、落札したときは落札金額及び落札者を読

み上げる。 

（再度入札） 

第９条 開札の結果、予定価格の範囲内の価格の入札がない場合は、直ちに、当初の入札をした者

のうち現に開札場所にとどまっている者により再度の入札を行う。ただし、最低制限価格を設け

てある場合に、最低制限価格を下回った価格で入札した者及び第７条の規定による無効の入札を

した者は再度の入札に参加できない。 

２ 再度の入札の回数は設定しないこととする。 

３ 再度の入札により落札者がないときは、入札執行者が特に必要と認める場合を除き、入札執行

者は、最低金額の入札参加者からの見積りにより随意契約を行うことができる。 

（落札者の決定等）  

第１０条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落

札者とする。ただし、最低制限価格を設けてある場合は、最低制限価格以上でなければならない。 

２ 落札となるべき同価格の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじ

を引かせ落札者を決定する。ただし、くじを引かない者があるときは、入札執行者は、その者に

代わって当該入札事務を所管する係以外に所属する町職員にくじを引かせるものとする。  

３ 前条第３項による随意契約は、見積りの結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって見積も

った者を契約の相手方となるべき者と決定するものとする。  

（入札保証金の処理）  



第１１条 入札保証金は、落札者若しくは契約の相手方となるべき者（以下「落札者等」という。）

が決定したとき又は第６条の規定により入札の取りやめ等をしたときに、入札保証金還付請求書

の提出を受けて、それと引換えに還付する。ただし、落札者等にあっては、契約保証金の納付に

振り替えることができるものとする。  

２ 落札者等が契約を締結しないときは、その者が納付した入札保証金は、町に帰属するものとす

る。  

３ 第２条第１号から第３号までの規定により入札保証金を納付しないで入札した者のうち、落札

者等となった者が当該入札に係る契約を締結しないときは、納付しないこととした入札保証金と

同額の金額を納付しなければならない。  

（契約保証金の納付）  

第１２条 落札者等は、契約締結と同時に契約金額の１００分の１０以上の額の契約保証金を納付

し、又は町長が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法

律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）の保証を付さ

なければならない。ただし、金山町財務規則第１２０条の規定に該当するときは、町は、納付を

免除する。  

２ 落札者等が契約を履行しないときは、落札書等は契約金額の１００分の１０に相当する金額を

違約金として町に納付しなければならない。 

（契約の締結）  

第１３条 落札者等は、落札又は決定の日から５日以内に契約を締結しなければならない。なお、

特別に定めのある場合を除き、契約の日を工期又は履行期間の初日とする。 

２ 落札者等が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、その落札又は決定は、その効力

を失う。  

３ 契約書の作成を要しない契約の場合は、落札者等は、速やかに請書等を提出しなければならな

い。  

４ 契約の締結に要する費用は、契約の相手方の負担とする。  

５ 契約金額は、落札又は決定金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（単

価契約の場合を除き、その金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた後に

得られる金額）とする。 

（町議会の議決を要する契約）  

第１４条 予定価格が５，０００万円以上の工事又は製造の請負契約及び予定価格が７００万円以



上の不動産又は動産の買入れ（土地については、１件５，０００平方メートル以上のものに係る

ものに限る。）若しくは不動産の信託の受益権の買入れ契約については、町議会の議決を得た後

に契約を締結するものとする。なお、町議会の議決を得る前に契約を行う必要がある場合は、町

議会の議決を得た後に効力を発生する旨を記載した条件付契約書を取り交わすものとする。  

２ 前条第１項、第２項、第４項及び第５項の規定は、前項後段の契約の締結について準用する。  

（技術者の設置及び報告） 

第１５条 建設工事の請負契約に係る契約の相手方は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）の

定めるところにより、主任技術者又は監理技術者をおき、契約締結の際、書面により町長に報告

しなければならない。 

（異議の申立） 

第１６条 入札参加者はこの要綱、設計図書、仕様書及び現場等についての不明を理由に、入札後

は異議を申し立てることができない。 

附 則 

この要綱は、平成２６年７月７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別記様式）  

入 札 （見 積） 辞 退 届 

 

                        平成  年  月  日 

 

金 山 町 長 殿 

                 届出者所在地 

                 商号又は名称 

                 代表者氏名              ○印  

 

次の（建設工事・委託業務）の（入札・見積）に指名を受けましたが、辞退いたします。 

工 事 名 又 は 

委 託 業 務 の 名 称 

 

入 札 予 定 年 月 日 

（見積書提出期限） 
 平成   年   月   日  

辞 退 す る 理 由 

1. 手持ち工事・業務が多く、受注することが困難である。 

   （向こう   ケ月程度） 

2. 技術者の確保が困難である。 

3. 作業員の確保が困難である。 

4. その他 （                     ） 

 

注 1 この届けは、入札執行日（見積提出期限）の前日までに発注機関に直接持参するか、又は 

  郵送（入札執行日（見積書提出期限）の前日までに必着）して下さい。 

   なお、地理的条件等により、入札執行日（見積提出期限）の前日までに辞退届が到着しな 

  いおそれがある場合は、併せて、発注者に対して入札（見積）辞退を電話連絡すること。 

  2  前文中括弧内は、該当するものは○をしてください。 

  3  辞退する理由は、該当するものに○をしてください。 

  4  辞退する理由 1の場合は、受注困難である月数を記入して下さい。 

  5  辞退する理由 4の場合は、簡潔に理由を記入して下さい。 

 


